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カテゴリー: 県政一般 

 

 

介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者に対する 

行政処分について 

 

 
介護保険法の規定に基づき、下記のとおり、指定居宅サービス事業者が運営する事

業所の行政処分を行いましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 対象事業者 

（１） 法人名 合同会社星空ケア 

（２） 代表者 田中 智恵子 

（３） 所在地 埼玉県白岡市西９－８－１ 

 

２ 対象事業所 

（１） 事業所名    ヘルパーステーション ベルフラワー 

（２） 所在地     埼玉県白岡市西９－８－１ 

（３） サービスの種類 訪問介護 

（４） 指定年月日   令和４年９月１日 

（５） 処分内容    指定の全部効力停止６月 

（６） 根拠法令    介護保険法第７７条第１項第６号 

（７） 処分理由 

当該事業所は、令和５年４月から令和６年１２月までの２１か月間、利用者２

名の居宅介護サービス費の請求に関して、夜間帯における一部及び深夜帯におけ

る全ての請求について、サービスを提供した事実がないにも関わらず、総額

3,073,753 円の居宅介護サービス費を不正に請求した。 

令和８年３月１７日 

福祉部 高齢者福祉課 
施設・事業者指導担当 戸森 

直通 048-830-3254 
E-mail: a3240-11@pref.saitama.lg.jp 
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この行為は、介護保険法第７７条第１項第６号「居宅介護サービス費の請求に

関し不正があったとき」に該当する。 

（８） 処分年月日  令和８年３月１６日 

（９）効力停止期間 令和８年５月１日から令和８年１０月３１日まで 

 

以上 

 


